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議  会  報  告  会
Ｑ�

：
固
定
資
産
評
価

に
つ
い
て
、
建
物
が

建
っ
て
い
る
場
合
よ

り
、
更
地
に
し
た
方

が
土
地
の
税
額
が
上

が
っ
た
が
。

Ａ�

：
建
物
が
建
っ
て

い
る
場
合
は
軽
減
措

置
が
あ
る
た
め
、
建

物
を
解
体
し
た
場
合

は
土
地
の
税
額
が
上

が
る
こ
と
も
あ
る
。

Ｑ�

：
災
害
発
生
時
の

避
難
の
方
法
等
は
。

Ａ�

：
地
域
の
防
災
リ
ー

ダ
ー
の
育
成
と
、
防
災

マ
ッ
プ
の
活
用
を
促
す
。

避
難
施
設
は
必
要
な

個
所
に
補
助
事
業
等

を
活
用
し
な
が
ら
計

画
し
て
い
く
。

Ｑ�

：
ニ
ュ
ー
ウ
ェ
ー
ブ

　

4
月
25
日
か
ら
5
月
11
日
に
か
け
て
、
本
町
議
会
主
催
に
よ
る
議
会
報
告
会
を
各
公
民
分
館
６
地
区

で
実
施
致
し
ま
し
た
。
本
年
1
月
に
制
定
し
た
議
会
基
本
条
例
に
基
づ
く
初
め
て
の
開
催
で
、
住
民
か

ら
は
総
計
90
名
の
方
々
に
参
加
を
頂
き
、
議
会
の
仕
組
み
や
役
割
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
そ
の
後
意
見

交
換
を
行
い
ま
し
た
。大

崎
の
跡
地
利
用
は
。

Ａ�

：
民
間
所
有
の
た

め
、
跡
地
利
用
に
つ

い
て
は
現
在
協
議
し

て
い
な
い
。

Ｑ�

：
野
方
イ
ン
タ
ー

は
設
置
さ
れ
る
の
か
。

町
有
地
の
利
用
法
は
。

Ａ�
：
野
方
Ｉ
Ｃ
は
設
置

さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、

計
画
書
等
も
出
来
て

い
る
。
町
有
地
利
用

に
つ
い
て
は
企
業
誘
致

を
予
定
し
て
い
る
が
、

現
在
未
定
で
あ
る
。

Ｑ�

：
第
一
中
学
校
の
跡

地
は
、
災
害
や
救
急

用
ヘ
リ
ポ
ー
ト
と
し
て

活
用
出
来
な
い
か
。

Ａ�

：
活
用
法
に
つ
い
て

は
地
域
か
ら
の
提
案

を
尊
重
す
る
。

Ｑ�

：
地
元
業
者
を
優

遇
し
な
い
入
札
方
法

に
疑
問
が
あ
る
。

Ａ�

：
詳
細
に
つ
い
て
確

認
す
る
。

Ｑ�

：
町
民
税
は
、
何

世
帯
の
方
が
納
め
て

い
る
の
か
。

Ａ�
：
町
民
税
の
納
税

義
務
者
は
、
約
５
，

６
０
０
人
で
あ
る
。

Ｑ�

：
水
田
（
稲
作
）
の

出
荷
米
は
ど
れ
く
ら

い
あ
る
か
。

Ａ�

：
玄
米
出
荷
量
は
把

握
で
き
な
い
が
、
平
成

23
年
度
生
産
数
量
で

２
６
８
８・
４
ｔ
、
作

付
面
積
が
５
８
９・５

ｈ
ａ
で
あ
る
。

Ｑ�

：
菱
田
中
・
第
一
中

学
校
の
跡
地
利
用
は
。

Ａ�

：
跡
地
利
用
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
地
元

が
主
体
と
な
っ
た
跡

地
利
用
検
討
委
員
会

で
協
議
し
、
提
案
を

頂
く
計
画
で
あ
る
。

Ｑ�

：
小
学
校
の
統
廃

合
は
。

Ａ�

：
現
段
階
で
小
学

校
の
統
廃
合
は
な
い
。

Ｑ�

：
町
の
活
性
化
に

つ
い
て

Ａ�

：
さ
ん
ふ
ら
わ
あ
を

利
用
し
た
交
流
、
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
事

業
に
よ
る
交
流
、
人
と

人
と
の
交
流
に
よ
り
活

性
化
を
図
っ
て
い
る
。

Ｑ�

：
Ａ
Ｚ
出
店
は
ど

う
な
っ
た
。

Ａ�

：
隼
人
店
の
状
況

次
第
で
あ
る
と
の
社

長
の
見
解
だ
と
伺
っ

て
い
る
。

Ｑ�

：
議
会
報
告
会
は

何
班
で
行
っ
て
い
る

の
か
。
参
加
者
が
増

え
る
よ
う
工
夫
を
。

Ａ�

：
各
会
場
と
も
議
員

全
員
で
行
っ
て
い
る
。

参
加
者
が
増
え
る
よ

う
改
善
し
て
い
く
。

野方地区の工事状況


